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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、企業が長期に存続・繁栄していくために必要不可欠な仕組みであり
、また企業が社会的責任を果たしていくための根幹をなすものと考えております。

　経営の重要課題である「長期的かつ総合的な株主価値の極大化」の基本方針のもと、迅速かつ効率的な経営を行いながら、コンプライアンス（
法令遵守）の徹底、内部統制の徹底など企業の社会的責任を重視し、これらの活動を通じて継続的な企業価値・株主価値の向上を図っておりま
す。

　当社グループにおきましては経営の透明性を高めるために、監査役会を設置して監査役による取締役の業務執行に対する監視機能の充実に
努めていることに加え、内部統制システムやリスク管理体制の構築・整備を推進しているほか、正確かつ公正なディスクロージャーによるステーク
ホルダーへの誠実な対応に努めております。

　更に、当社及び子会社（以下「当社グループ」といいます。）の行動規範として、「グループ企業理念」「グループ行動理念」「ＫｅｙＨｏｌｄｅｒグループ
コンプライアンス基本方針」を定め、当社グループ一丸となった法令遵守の徹底を図り、企業としての健全性の向上を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、2021年6月1日付けで改訂されているコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく各種対応を行っております。

【補充原則２－４①】

　当社では、多様性の確保については、能力や適性など総合的に判断し、性別・国籍や採用ルートによらず登用しております。現在グループ全体
での男女比率は１：１であり、また、女性役職者の割合も全役職者の37％（全女性従業員の3％）となっており、積極的に多様性の確保に取組んで
おりますが、測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。

　なお、登用に関する方針・指針等については、当社のコーポレートサイトの「サステナビリティ」に関する事項において公表しているとおりであり、
多様性の確保に向けた施策を推進し、社内環境整備に努めております。

　今後も、引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標、中長期的な人材育成方針及び社内環境整備方針等につきましても、検
討を進めてまいります。

【補充原則４－１②】

　当社では「長期的かつ総合的な株主価値の極大化」を経営の基本方針としており、当社を支えて応援してくださるあらゆるステークホルダー（株
主様、お客様、お取引先企業様、従業員等）と、様々な業種・業態を展開する企業を、当社にとって重要な“鍵＝Key”であるとし、それぞれをしっか
り“掴む＝Hold”することで、多様な事業展開を図り、革新的かつ持続的に成長する、魅力的な企業グループであることを目指して、2017年のホー
ルディングス化以降に実施したＭ＆Ａ等により、事業ポートフォリオを大きく入れ替え、アミューズメント施設運営及び不動産事業から、これまでに
総合エンターテインメントグループとして、エンターテインメント事業、映像制作事業、広告代理店事業としての組織体制を立ち上げてまいりました。

このような中、ここ近年で大きな変革を遂げたことで、複数の経営基盤の確立を目指す最中である現段階においては、中長期経営計画の策定は
時期尚早であると考えております。先ずは、開始した各事業を軌道に乗せるべく、単年度ごとの経営戦略・経営計画、数値目標等を公表し、株主
総会及び決算説明会等において説明を行っております。

【補充原則４－１③】

　当社の取締役会は、将来に対しての経営にも責任を有することを認識し、当社の企業理念や今後の経済環境の変化動向などを踏まえ、最高経
営責任者（CEO）の後継者計画についても重要な課題と認識しておりますが、経営環境の変化応じて、経営体制の強化を図る目的で「取締役の任
期が１年」であることや、「役員定年に関する基準」を定めるほか、内部昇格もしくは外部人材の招聘による経営陣の活性化を図っていることから、
具体的な後継者計画については今後の検討課題としております。

　なお、取締役の任期が１年であるため、代表取締役や最高経営責任者及びこれに準ずる人材の確保については、適性や経験、実績、人事評価
を通して、都度、取締役会において協議、検討を行っており、総合勘案した後継者育成につきましても、適切に監督できるようにしてまいります。

【補充原則４－８③】

　当社は、支配株主を有しておらず、特別委員会等を設置しておりません。

なお、以下の体制を整備することによって、取締役会における各取締役の職務執行、及び、決議事案に関する審議が株主の利益の保護に資する
執行が十分に行われていることを担保できる体制であると判断しております。

①当社では、支配株主（親会社）を有していないこと。

②利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。

③独立役員の独立性の要件を満たした者（特別委員会を構成し得る者）が3名在任していること。（社外取締役1名、社外監査役2名）

④上記③の者は全員②に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。

【補充原則４－１０①】

　現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が
変化した場合には、適切な判断ができるよう、独立した指名委員会・報酬委員会を設置することを検討いたします。

　なお、取締役の指名及び報酬に関しましては、取締役任期の１年に１度、取締役会による評価及び従業員による評価制度を導入しており、都度



取締役会に報告されている情報を基に、協議、検討を行っており、取締役の報酬につきましては、株主総会においてご承認いただいている範囲で
、個別に決定しております。

【補充原則４－１４②】

　当社では、取締役及び監査役として必要な知識の習得や、役割と責任などの理解を深めていただくことを推奨し、各種セミナーの受講を実施して
おります。一方、役員向けのトレーニングについて明確な方針の策定には至らず、今後の検討課題としております。

【原則５－２　（経営戦略や経営計画の策定・公表）】

　当社では、補充原則４－１②に記載のとおり、事業ポートフォリオを入れ替え、新たな組織体制を立ち上げてまいりました。

このような中、ここ近年で大きな変革を遂げ、複数の経営基盤の確立を目指す最中である現段階においては、中期経営計画の有用性には限界が
あること、また、仮に中期経営計画を策定したとしても、その数値目標の公表により株主・投資家をかえってミスリードする可能性が高いと考えるた
め、中長期経営計画の策定は時期尚早と考えております。

　先ずは開始した各事業を軌道に乗せるべく、単年度ごとの経営戦略・経営計画を、グループ子会社を含めて当社取締役会において審議・検討の
上で決定しており、決算短信や有価証券報告書、決算説明会等を通して、経営戦略等と共に通期連結業績予想として公表、説明を行っております
。

【補充原則５－２①】

　当社では、経営戦略等の策定・公表に当たっては、原則5-2にて記載したとおりであり、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフ
ォリオの見直しの状況を含む単年度ごとの経営戦略・経営計画を当社取締役会において審議・検討の上で決定しております。なお、当該情報につ
きましては、決算短信や有価証券報告書、決算説明会等を通して、経営戦略等と共に通期連結業績予想として公表し、経営層より説明する機会
を設けております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　（いわゆる政策保有株式）】

　当社では、上場株式の純投資目的以外での政策保有株式を保有しておりません。また、当社では、保有株式の議決権行使に関わる具体的な基
準は設けておりません。

　なお、今後仮に政策保有目的で当社株式を保有する場合、保有株式に係る議決権行使は、議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、

発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどの観点から、個別議案の精査を行い、取締役会にて賛否
の判断を行うこととしております。

【原則１－７　（関連当事者間の取引）】

　当社では、役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行うに際し、関連当事者の相関図を作成するなどの方法によるチェック体制を
構築することで、会社や株主共同の利益を害することのないように努めております。当該取引のうち、利益相反取引につきましては、取締役会で
の審議・決議を要することとしており、また、関連当事者及び特別利害関係者はその決議に参加できないことを取締役会規程に定めるなど、監督
機能を重視した体制を構築しております。

【補充原則２－４①】

　本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【原則２－６　（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）】

　当社では、企業年金の積立て運用を行っておらず、財政状態への影響はございません。

なお、従業員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、財務部門に担当者を設置し、財産形成非課税貯蓄（一般、住宅
、年金）による積立てを推進する制度を導入しております。

【原則３－１　（情報開示の充実）】

（ⅰ）経営理念や経営戦略、期初計画を当社ホームページにて開示し、決算説明資料などにおいても、説明を行っております。

　　　https://www.keyholder.co.jp/company/

（ⅱ）コーポレートガバナンスの基本的な考え方及びコーポレートガバナンスに関する報告書についても当社ホームページへの記載及び開示を行
っております。

　　　https://www.keyholder.co.jp/company/governance.html

（ⅲ）取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を、コーポレートガバナンスに関する報告書にて開示し、当社ホームページへも表示してお
ります。

　　　本報告書【Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況(6) 取締役報酬関係】　

　　に記載のとおりであります。

（ⅳ）取締役や監査役、経営陣幹部の選任においては、法定の要件を備え、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うできる者を選任しており
ます。また、独立役員等の選任については、上記に加え、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考に要件を確認した上で、該
当者を選任しております。

　なお、解任に関しましては、一定の方針は定めておりませんが、特に当社の取締役は任期が１年であることから、毎年、職務の執行状況を役員
間評価及び従業員評価を参考に評価することで、選解任の基準としております。今後、一定の基準が必要と判断した場合は適宜検討してまいりま
す。

（ⅴ）社外取締役及び社外監査役の選任理由をコーポレートガバナンスに関する報告書へ開示する他、新任取締役候補者を含め社外取締役候補
者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知に掲載して開示しております。また、当社コーポレートサイトに過去分も掲載し、確認い
ただけるようにしております。

　　　https://www.keyholder.co.jp/ir/meeting.html

【補充原則３－１③】

　当社では、サステナビリティに関連した取り組みをグループ全体で実施できるよう、サステナビリティ基本方針を定め当該情報を開示・公表してお
ります。



　当社グループではこの基本方針の下、グループの成長のみならず、日本経済全体の活性化や世界の持続可能な成長に貢献するとともに、グル
ープで展開する事業活動ならではのSDGｓへの貢献に向け、169の達成基準項目に着目し、現体制との結びつきについて、社会情勢等を鑑み、そ
の都度、当社における課題を洗い出し、実践しております。

　なお、具体的な取り組み内容に関しましては、当社コーポレートサイトの「サステナビリティ」の項目に記載のとおりであります。

【補充原則４－１①】

　当社では、法令に準拠することは勿論のこと、「取締役会規程」にて取締役会が審議する内容を定めております。また、それに基づき「職務権限
規程」及び「役員服務規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

　なお、各部門に担当取締役を設定することで、業務執行の明確化を図っております。

【原則４－９　（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）】　

　当社では、独立社外取締役における独立性の基準は、会社法上の社外取締役要件に加え、東京証券取引所が定める基準を採用しております。

【補充原則４－１０①】

　本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則４－１１①】

　当社の取締役の定数は10名でありますが、現在の当社の規模においては、迅速な意思決定を継続して行える適切な状況であると考えており、
人員についても、各事業の経営経験や会計・財務の知識を有する銀行出身者やエンターテインメント業界での豊富な経験を有する方々で構成し
ております。

　なお、取締役の担当分野及び知識、経験等に関する詳細に関しましては、2021年12月期以降に開催予定の当社定時株主総会の招集通知にス
キル・マトリックスを記載し、当社の経営体制についてご確認いただける体制といたします。なお、当社コーポレートサイト「株主総会」の事項におい
て掲載している招集通知の中に、記載しております。

　　　https://www.keyholder.co.jp/ir/meeting.html

【補充原則４－１１②】

　当社では、当社役員の兼務状況については、法定書類（有価証券報告書・招集通知・コーポレートガバナンス報告等）に適宜記載し、開示してお
ります。

　また、役員の兼職については、取締役会決議事項となり、都度、その状況について検討できる体制を整備しております。

【補充原則４－１１③】

当社の取締役会では、社内組織（コンプライアンス・リスク管理委員会ならびに内部通報制度等）からの報告制度や管理、監督といった所謂取締
役会の機能であるガバナンスに当る枠組みのほか、独立性を有する社外取締役を中心とした各取締役による個別アンケート形式の評価体制を年
1回採用し、事務局でとりまとめの上、その結果をもとに取締役会において分析・評価を行い、取締役会の実効性の向上に努めております。なお、
分析・評価の結果に関してましては、2021年12月期以降に開催予定の当社定時株主総会終結後に、当社コーポレートサイト「サステナビリティ」の
事項において掲載しているコーポレートガバナンスの中に記載しております。

　　　https://www.keyholder.co.jp/sustain/governance.html

【補充原則４－１４②】

　本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【原則５－１　（株主との建設的な対話に関する方針）】

　当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する株主との建設的な対話を図るため、IR・広報担当を設置し、公式サイト上に「IR
情報指針」を掲載・開示するなどの体制整備に加え、半期毎の決算説明会の開催と同内容の動画コンテンツ化と掲載を行うなど情報の積極的な
発信を図り、機関・個人を問わず、面談を希望する投資家・株主に対しては個別の面談或いは対話の機会を設けるなど合理的な範囲での前向き
な対応を図っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

Jトラスト株式会社 5,656,050 29.87

秋元　康 1,440,000 7.60

倉田　将志 1,372,640 7.24

株式会社SKFINANCIALGROUPHOLDINGS 637,074 3.36

株式会社SMEJ Plus 491,642 2.59

森田　篤 378,233 1.99

赤塚　善洋 297,858 1.57

株式会社第一興商 294,985 1.55

株式会社電通グループ 222,519 1.17

秋元　伸介 160,000 0.84

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 12 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鷲尾　誠 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鷲尾　誠 　 社外取締役

弁護士として企業法務等に関する豊富な経験
と専門的な見識に加え、会社経営に携われて
いることから、その経験やそれによって得られ
た高い知見を、当社の経営体制やコーポレート
ガバナンスにおける経営監督に活かしていただ
き、その職務を適切に遂行いただけるものと判
断し、選任するものであります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、問題点の共有を図る等、効率的かつ効
果的な監査の実施に努めております。

　監査部門におきましては、法令遵守・内部統制の有効性に加え、会社の価値向上に寄与する事を目的とする社内規定に則り、適時監査をおこな
い、その報告は代表取締役及び担当取締役に報告されるとともに、監査役にも常に情報提供されております。

　また、監査部門は監査役の行う監査の円滑な遂行に協力しており、必要に応じて随時会合を開催するなど、相互の意見交換・情報交換を積極
的に行うことで密接な連携を保っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

栗岡　利明 他の会社の出身者

杉野　光信 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

栗岡　利明 ○
常勤監査役 栗岡氏を独立役員として指定

しております。

長年金融業等で培った財務経理関連を中心と
した豊富な経験と高度な専門知識を有しており
、その幅広い見識を経営に反映いただくことを
目的とする。

また当社との間には特別な利害関係がなく、一
般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断
したため、独立役員に指定しております。

杉野　光信 　 非常勤監査役

銀行での取締役を歴任するなど、金融機関に
おける豊富な経験と幅広い知識を有しており、
当社経営に関しての監査機能の強化や、助言
を期待できることから、職務を適切に遂行いた
だけるものと判断し、社外監査役として選任す
るものであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考に独立役員を１名以上選任することとしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入



該当項目に関する補足説明

　当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を
目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社、当社子会社及び当社孫会社
の取締役、監査役及び従業員に対して、有償及び無償にて新株予約権を発行しております。

　なお、有償にて発行している新株予約権は、引き受ける者に対して公正価格にて発行しているものであり、特に有利な条件ではないことから、株
主総会の承認を得ることなく実施しております。また、新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引
き受けが行われているものであります。

　また、無償にて発行している新株予約権は、インセンティブとして有効であることから、有利発行ではないと考えており、株主総会の承認を得るこ
となく実施しております。

ストックオプションの付与対象者
社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社
の執行役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

■2019年6月19日決議分　第３回有償ストック・オプション

　当社の取締役、監査役及び従業員　　　　　　　　　　12名　30,000個

　対象となる当社普通株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000株

■2019年6月19日決議分　第４回無償ストック・オプション

　当社並びに当社完全子会社の取締役及び従業員　 　174名　16,770個

　当社完全子会社以外の子会社の取締役及び従業員　　　 　25名　 2,445個

　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　199名　19,215個

　対象となる当社普通株式数　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　 192,150株

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役に支払った報酬総額と監査役に支払った報酬総額に分け各々開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進するため、持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とし、
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び経営環境を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

２．取締役の報酬の構成

　取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみにより構成するものとする。

３．取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定するものとする。

４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項

　取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された取締役の報酬額の総額の範囲内において、取締役会決議に基づき、代表取締役
社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】



　監査部門および総務部門のスタッフが社外取締役及び社外監査役を補佐する体制を整えております。取締役会及び監査役会招集時の開催連
絡、議案説明をメール・FAX・電話などで行うとともに、会議開催前に事前資料の配布を行うよう努めております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会

　当社取締役会は、取締役５名（うち社外取締役１名）で構成されております。当社における業務執行につきましては、毎月1回取締役会を開催して
おり、会社の経営方針、法令で定められた事項などの重要事項を決定するだけでなく、取締役の職務執行を監督しております。また、迅速かつ適
切な意思決定を実現するために、会社における重要事項におきましては、定例取締役会のほか、会社法第370条に定められる書面または電磁的
な記録による決議を採用しております。併せて取締役、各関連部門の責任者などで適宜構成される各会議体における情報共有をはじめ、ネットワ
ークを用い適時情報を共有する等、各役員の業務執行状況を共有する体制を構築しております。

（２）監査体制

　ア） 監査体制としましては、監査部門による監査、監査役による監査、会計監査人による監査があります。

　イ） 内部監査につきましては、事業部門と独立した監査部門を設けており、子会社および本社各部門ならびに、事業所等を２名で適時監査して

おります。監査部門では監査役と連携をとりながら、法令遵守、社内諸規程やコンプライアンスの観点から監査を行っております。問題点が発生し
た場合は適宜代表取締役及び担当取締役に報告を行うだけでなく、すぐに改善命令を出し、フォローアップ監査を行なっております。

　ウ） 監査役につきましては、取締役会やその他の重要な会議に出席し、適宜助言や意見を述べております。

　エ） 当社の監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、定例監査役会を月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催し、業務執行状

況について協議を行なっております。更に常勤監査役におきましては、取締役会のほか、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出
席し、また取締役から事業担当者にわたる全ての関係者からの意見聴取や資料の閲覧、調査を通じて取締役の業務執行の適法性・妥当性を監
査しております。

　オ） 会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人を選任しております。正しい経営情報の提供だけでなく、監査役との適切な意見・情報交

換や各事業部門からの意見聴取を行うなど、公正な監査ができる環境を整えております。

（３）その他当社における組織体制

　ア） 法務・コンプラグループ及び内部統制・監査部を設置しております。会社法務、法令遵守、リスク管理及び内部統制の運用状況を管理するこ

とで、各従業員に対する法令知識の醸成および、企業体としての法令遵守の更なる強化を図っております。

　イ） 昨今の企業不祥事に鑑み、より高い企業倫理とリスク管理の側面からコンプライアンス・リスク管理体制をより強固なものとすべく、取締役の

中から代表取締役により選任された委員長、副委員長によって組織されたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。企業不祥事の
発生を防止するため「ＫｅｙＨｏｌｄｅｒグループコンプライアンス基本方針」を定め、周知徹底を図っている他、社員のみならず、アルバイト従業員・派
遣社員・契約社員・嘱託社員等、当社関係者が通報・相談できる窓口として社内および弁護士事務所に「コンプライアンス・ホットライン」を設置し、
運用しております。

（４）取締役及び監査役の報酬決定

　役員の報酬等に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、個々の役員の職責及び実績等を勘案し、取締役については取締役会
決議により、監査役については監査役会での協議を経て決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、平成２年４月18日開催の臨時株主総
会におきまして、年額500百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、平成10年６月26日開催の第31回定時株主総会におき
まして、年額50百万円以内と決議いただいております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、当社取締役会の監督機能の強化を目的として社外取締役を選任し、また、監査役（監査役会）の充実等により、コーポレート・ガバナン
スの更なる強化が可能であると考えており、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。

　なお、社外監査役２名のうち1名を独立役員として選任しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　定時株主総会における議案が確定次第、速やかに当社ホームページ及び東京証券取
引所の開示サイトを通じて、状況提供を行っており、株主様への招集通知の発送につい
ては法定期日より１～２日前倒しにて発送できるよう努めております。

　なお、株主様の権利や利益に影響を及ぼす重要な株主総会議案が提案される場合に
は、株主様に十分な検討期間を提供できるよう、情報開示を迅速かつ適切なタイミングで
開示できるように努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
　株主各位の出席の便宜を図るため、また公平性ある議決権行使の場の提供という観点
から、定時株主総会の集中日を避けて開催日を設定し、より多くの株主の皆様が出席で
きるように配慮しています。



電磁的方法による議決権の行使
　株主各位の議決権行使の便宜をはかるため、また公平性ある議決権行使の場の提供
という観点から、インターネットによる議決権行使が可能な体制を整備しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　株主各位の議決権行使の便宜をはかるため、また公平性ある議決権行使の場の提供
という観点から、招集通知にインターネットによる議決権行使の方法などを掲載することに
より、ご利用実績の向上に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページにて公表しております
。

　https://www.keyholder.co.jp/ir/policy.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　毎期第２四半期決算、期末決算後の年２回、代表取締役等による決算説明
会を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　当社ホームページにＩＲ情報のページを設け、決算短信や決算説明会で配布
した資料などを随時掲載しております。このほか、事業子会社等におけるプレ
スリリースや決算情報以外の開示資料も適宜掲載しております。

　https://www.keyholder.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営企画部門にＩＲ・広報担当を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、株主様をはじめ、お客様・地域社会などあらゆるステークホルダーに対して、企
業として果たすべき社会的責任があると認識しております。この社会的責任は、お客様へ
のサービス向上やコンプライアンス遵守だけでなく、社員一人ひとりが高い倫理観のもと、
グループ価値向上に向け誠実に取り組むものであり、「グループ行動理念」に定めておりま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　資本市場の代表格たる上場企業としてコンプライアンス（法令遵守）の徹底・内部統制の
徹底などはもちろん、企業としての地域社会への貢献活動など、社会的責任を重視し、こ
れらの活動を通じて継続的な企業価値の向上を図っております。

　当社グループ価値向上に向け、2014年度より新たにグループ企業理念に定めた、「世の
中の常識にとらわれない独創性と誠実さを通じて幸せで豊かな未来をつくります」を企業活
動の原点とし、全社的な活動含め、各種CSR活動を実施・推進してまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、適時・公正・公平な情報開示に努めることにより、株主・投資家の皆様が当社に
対する理解を深め適正な投資判断を下していただくことに加え、債権者・格付け機関の適
正な判断の支援、および当社が適切な格付けを取得することを目的にディスクロージャー
ポリシーを定め、その実行を徹底しております。当社ホームページ上にて公表しております
。

　https://www.keyholder.co.jp/ir/policy.html

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社では、会社法に基づき「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための
体制（内部統制システム)」構築の基本方針につきまして、取締役会で以下のとおり決定し、監査・監督機能の強化に努めております。

　また、内部統制部門主導により、内部統制システム及びリスク管理体制の構築・整備・運用の強化を図っております。

１．業務の適正を確保するための体制

（１）当社及び子会社（以下「当社グループ」といいます。）における取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制



　ア） 当社グループにおける行動規範として「グループ企業理念」「グループ行動理念」「ＫｅｙＨｏｌｄｅｒグループコンプライアンス基本方針」を定め、

グループウェアに掲示のうえ、情報発信等を行い、周知徹底を図る。

　イ） コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当該委員会において、コンプライアンス・リスク管理部門が立案したコンプライアンス及びリスク

対応に関する重要な方針を審議し、その後の進捗状況を監視する。

　ウ） 法令及び定款に違反する行為が行われ、または行われようとしていることにつき、当社グループにおける使用人等が直接通報を行うための

手段として内部通報制度を確立する。

　エ） コンプライアンスに関する啓蒙活動を行うことでコンプライアンス意識の向上を図る。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書管理規程に従い、取締役会議事録をはじめとする重要な会議の意思決定に関する記録や、職務権限規程に基づき決裁を受けた稟議書等
、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、保存及び管理を行う。

（３）当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　ア） 当社グループを統括するリスク管理規程を定め、当社グループ各社に１名以上、コンプライアンス・リスク管理責任者を設置する。

　イ） コンプライアンス・リスク管理責任者及びそれぞれの担当部署は、事業環境、災害、サービスの品質並びに情報セキュリティに係るリスクにつ

いて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施、マニュアルの作成・配布などリスク低減の施策に取り組む。

　ウ） 当社グループ各社の部門を横断するリスク状況の監視は当社の内部統制部門が行い、各種契約をはじめとした法務案件全般については、

当社の法務部門がその対応を行う。

　エ） リスク対応のうち重要なものについてはコンプライアンス・リスク管理委員会で審議を行い、職務権限規程に基づき決裁を受けたのち、対応

にあたる。

　オ） 今後新たに生じるリスクについては、当社グループ各社における取締役会で速やかに担当取締役または担当部署を定め、迅速な対応を行

う。

（４）当社グループ各社における、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　ア） 当社の取締役会は月１回の定例取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとす

る。また、子会社の取締役会においても定例取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うも
のとする。さらに、電子稟議システムの導入により社外からでも稟議の閲覧、決裁を可能とし、経営の意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図
る。

　イ） 当社グループ各社は、取締役、各関連部門の責任者などで適宜開催される各会議体の開催を通じ、各事業部門の業務執行状況につき検

討を行い、適切な対応を実施する。

　ウ） 各会議体においては、ＩＴ、電子媒体などを活用し、業務執行状況、審議資料を当該会議体の構成員全員が共有することにより、効率的な情

報伝達を行う体制を構築する。

（５）当社並びに子会社及びその他関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　ア） 当社グループは、会社として法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保し独立性を維持しつつ子会社及びその他関係会社の内

部統制との連携体制を構築する。

　イ） 子会社に関する重要且つ基本的な経営に関する決定については、当社の職務権限規程及び関係会社管理規程に基づき、当社の承認のも

と実施する。また法令遵守体制について適切な管理及び指導を行うことにより、その業務の適正を確保する。

　ウ） 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者の職務の執行に

係る事項の当社への報告その他情報共有に関する体制を定める。

　エ） 当社の監査部門は、当社グループの業務監査を適宜実施する。

　オ） 当社グループにおける法令遵守の厳格化、リスク管理の強化、情報管理の徹底並びに業務の適正運用体制を確立するため、グループ規程

管理規程を定める。

（６）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの
独立性及びその使用人に対する当社監査役の指示の実効性の確保に関する体制

　ア） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を設置すること

、または監査部員を監査役の職務を補助すべき使用人として従事させることができる。

　イ） 監査役の職務を補助すべき使用人については、その人事、及び考課にあたり事前に監査役と協議し、その意見を尊重した上でこれを実施す

る。

　ウ） 監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役の指揮命令系統から独立させ、監査役の指示命令に従うものとする。

（７）当社グループにおける取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び、報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

　ア） 当社グループ各社において重大な法令違反及び事業活動に伴う事故などが発生した場合は、各社の取締役及び使用人は、その内容を各

社監査役に遅滞なく報告する。なお、各社監査役が当該報告を受けた場合には、遅滞なく当社監査役にその旨を報告するものとする。

　イ） 当社グループ各社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに当社監査

役に報告するものとする。

　ウ） 前号ア）、イ）の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための仕組みを定める。

　エ） 当社の常勤監査役は、取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会などの重要な会議に出席するものとし、当該会議において、取締役、

各事業部門及び各関連部門の責任者または、当社グループ各社のコンプライアンス・リスク管理責任者は、経営に関する重要な決定、各部門の
業務執行状況、コンプライアンス・リスクに関する重要な案件に係る具体的施策及び内部監査の実施状況などにつき定期的に報告を行う。また、
重要な稟議書類の被報告者となり経営に関する重要な決裁事項を把握する。

（８）当社監査役の職務執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い又は償還等を請求した時は、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職
務の執行に必要でないことが明らかに認められる場合を除き、当社は所定の手続きに従い、速やかにこれに応じるものとする。

（９）その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　ア） 内部監査規程において、監査部門を監査役の行う監査の円滑な遂行に協力させ、もって監査効率の向上に努める。

　イ） 監査役が意見の形成などのため、必要に応じて会計監査人及び顧問弁護士を活用できる体制を確保する。

２．当該体制の運用状況

（１）取締役の職務の執行を確保するための体制



　ア） 取締役８名、社外取締役２名、監査役３名を構成員とする取締役会を開催し経営の重要事項及び個別案件の決議を行っております。今期は

毎月１回の定例取締役会と２回の臨時取締役会を開催しております。

　イ） 社外取締役は、専門知識と経験を有する人を選任し、適宜取締会において意見を述べていただくことで、意思決定の妥当性を担保しており

ます。

（２）コンプライアンス・リスクマネイジメントのための体制

　ア） グループ企業理念、グループ行動理念、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒグループコンプライアンス基本方針を定め、社内に周知しております。

　イ） リスク管理規程を定め、当社が対応すべきリスクの種類、リスク管理の体制等を記載しております。

　ウ） 当社取締役であるコンプライアンス・リスク管理統括責任者のもと、当社グループ各社に１名以上、コンプライアンス・リスク管理責任者を設

置しております。

　エ） コンプライアンス規程を定め、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底と社会的信用の向上を図っております。

　オ） コンプライアンス・リスク管理委員会規程を定め、コンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク対応及び、コンプライアンスの推進につ

いての審議をしております。今期は４回開催しております。

　カ） 社外弁護士を含む複数の窓口を設置し、通報者の保護を定めた「内部通報者保護規程」を定め適切に運営しております。なお、内部通報窓

口に対する通報内容等はコンプライアンス・リスク管理委員会や取締役会に報告しております。

　キ） コンプライアンスに関する社内研修等の活動を行っております。

（３）監査役の職務の執行を確保するための体制

　ア） 監査役は、取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会等に出席しております。また稟議書等を閲覧することにより、監査の実効性を向上

しております。

　イ） 監査役会は常勤監査役２名（うち、社外監査役１名）、非常勤社外監査役１名で構成されています。今期は１３回開催し、当社の監査につい

て協議を行っております。

　ウ） 監査部門は監査役と密接な連携を取っております。今期は１２回の定例会議を開催しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

ア） 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力、団体には断固たる態度を取り、このような勢力、団体とは一切の関係を持た

ないことを基本方針としており、その旨をグループ規程である反社会的勢力排除規程に明文化し、全員への周知徹底を図っている。また、平素か
ら当社総務部門が統括部署となり、反社会的勢力に関する情報収集に努めるとともに、万一、反社会的勢力からの接触を受けた場合は、適宜に
警察・弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処する。

イ） 新規取引先に対する与信申請及び契約締結に係る稟議申請の際に、新規取引先と反社会的勢力との関わりに関する事前審査を実施する。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　任期内の辞任等により、当社が監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役を選任しております。
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